
 

―１６１― 

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木富美子議長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 それでは、日程第11、議案第76号 令和５年

度長井市一般会計補正予算第７号から日程第15、

議案第80号 令和５年度長井市下水道事業会計

補正予算第１号までの５件について、討論の通

告がありませんので、討論を終結し、順次採決

いたします。 

 まず、日程第11、議案第76号 令和５年度長

井市一般会計補正予算第７号の１件について、

予算特別委員長の報告は原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○鈴木富美子議長 起立全員であります。 

 よって、議案第76号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第12、議案第77号 令和５年度長

井市山形鉄道運営助成事業特別会計補正予算第

１号及び日程第13、議案第78号 令和５年度長

井市介護保険特別会計補正予算第２号の２件に

ついて、一括して採決いたします。 

 日程第12、議案第77号及び日程第13、議案第

78号の２件について、予算特別委員長の報告は、

いずれも原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○鈴木富美子議長 起立全員であります。 

 よって、議案第77号及び議案第78号は、予算

特別委員長報告のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第14、議案第79号 令和５年度長

井市水道事業会計補正予算第１号及び日程第15、

議案第80号 令和５年度長井市下水道事業会計

補正予算第１号の２件について、一括して採決

いたします。 

 日程第14、議案第79号及び日程第15、議案第

80号の２件について、予算特別委員長の報告は、

いずれも原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○鈴木富美子議長 起立全員であります。 

 よって、議案第79号及び議案第80号は、予算

特別委員長報告のとおり決定いたしました。 

 

 

 委員会付託の省略について 

 

 

○鈴木富美子議長 お諮りいたします。これから

上程いたします議案は、委員会付託を省略し、

全員でご審議願いたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木富美子議長 異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第１６ 議案第８１号 財産の 

 無償譲渡について 

 日程第１７ 議案第８２号 令和５ 

 年度長井市一般会計補正予算第８号 

 

 

○鈴木富美子議長 それでは、日程第16、議案第

81号 財産の無償譲渡について及び日程第17、

議案第82号 令和５年度長井市一般会計補正予

算第８号の２件を一括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 提案説明を申し上げます。議案

第81号 財産の無償譲渡についてご説明申し上
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げます。 

 本案は、旧学校給食共同調理場の建物等を解

体し、その跡地の一部を無償で譲渡いたすため、

地方自治法第96条第１項第６号の規定により、

ご提案申し上げるものでございます。 

 続きまして、議案第82号 令和５年度長井市

一般会計補正予算第８号についてご説明申し上

げます。 

 第１条、歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に98万8,000円を追加し、予算の総

額を歳入歳出それぞれ195億7,264万1,000円と

いたすものでございます。 

 このたびの補正は、歳出におきまして、事業

確定による不用額を減額し、小・中学校各種大

会出場費補助事業に要する経費を追加措置いた

すものでございます。 

 歳入につきましては、歳出の財源として繰越

金を追加計上いたすものでございます。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申

し上げます。 

○鈴木富美子議長 提案者の説明が終わりました。 

 これから順次、質疑、討論、採決を行います。 

 なお、申合せにより、委員会付託を省略して

全員による審議の場合、当日提案議案の質疑に

つきましては、一問一答の方式により行うこと

とされております。質疑の時間は１人当たり答

弁を含めて60分以内となっておりますので、ご

協力をお願いいたします。 

 まず、日程第16、議案第81号 財産の無償譲

渡についての１件について質疑を行います。ご

質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木富美子議長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 それでは、議案第81について討論を行います。

ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木富美子議長 意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第81号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○鈴木富美子議長 起立全員であります。よって、

議案第81号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第17、議案第82号 令和５年度長

井市一般会計補正予算第８号の１件について質

疑を行います。ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木富美子議長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 それでは、議案第82号について討論を行いま

す。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木富美子議長 意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第82号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○鈴木富美子議長 起立全員であります。よって、

議案第82号は、原案のとおり決定いたしました。 

 

 

 日程第１８ 議案第８３号 長井市 

 教育委員会委員の任命について 

 

 

○鈴木富美子議長 次に、日程第18、議案第83号 

長井市教育委員会委員の任命についての１件を

議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 議案第83号 長井市教育委員会

委員の任命についてご説明申し上げます。 

 本案は、令和５年10月２日をもって任期満了

となる長井市教育委員会委員の後任に長沼真知
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子氏を任命いたすため、ご提案申し上げるもの

でございます。よろしくご同意賜りますようお

願い申し上げます。 

○鈴木富美子議長 提案者の説明が終わりました。 

 本案は、人事案件でありますので、質疑、討

論は省略し、採決いたします。 

 議案第83号の１件について、原案に同意する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○鈴木富美子議長 起立全員であります。 

 よって、議案第83号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 

 

 日程第１９ 議案第８４号 市政功 

 労者の表彰について外２件 

 

 

○鈴木富美子議長 次に、日程第19、議案第84号 

市政功労者の表彰についてから、日程第21、議

案第86号 市政功労者の表彰についてまでの３

件を一括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 議案第84号から議案第86号まで

の３議案については、いずれも市政功労者の表

彰についてでございますので、一括してご説明

申し上げます。 

 議案第84号では、長井市議会議員として市政

の発展と市民福祉の向上に尽くされた蒲生光男

氏を長井市表彰条例第２条第１項第１号の規定

に該当する市政功労者として、議案第85号では、

長井市教育委員会委員長及び同委員会教育長職

務代理者として本市教育行政の進展と長井の心

を育む文教のまちづくりに尽くされた加藤弘二

氏を同条例第２条第１項第２号の規定に該当す

る市政功労者として、議案第86号では、長井文

化協会会長として優れた芸術文化の普及発展並

びに文化振興に尽くされた井上良次氏を同条例

第２条第１項第２号の規定に該当する市政功労

者として表彰いたすため、それぞれご提案申し

上げるものでございます。 

 このたびの表彰につきましては、長井市表彰

審査委員会にお諮りし、ご賛同をいただいてお

ります。 

 よろしくご同意賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○鈴木富美子議長 提案者の説明が終わりました。 

 本案はいずれも人事案件でありますので、質

疑、討論は省略し、順次採決いたします。 

 まず、議案第84号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○鈴木富美子議長 起立全員であります。 

 よって、議案第84号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 次に、議案第85号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○鈴木富美子議長 起立全員であります。 

 よって、議案第85号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 次に、議案第86号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○鈴木富美子議長 起立全員であります。 

 よって、議案第86号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 

 

 日程第２２ 諮問第１号 人権擁護 

 委員の推薦につき意見を求めること 

 について外２件 
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○鈴木富美子議長 次に、日程第22、諮問第１号 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついてから日程第24、諮問第３号 人権擁護委

員の推薦につき意見を求めることについてまで

の３件を一括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 諮問第１号、諮問第２号及び諮

問第３号についてご説明申し上げます。 

 これらはいずれも人権擁護委員の推薦につき

意見を求めるものでございまして、令和５年12

月31日をもって任期満了となります人権擁護委

員の候補者として、諮問第１号では、引き続き

渋谷肇氏を、諮問第２号では、引き続き寒河江

新一氏を、諮問第３号では、新たに小関弾氏を

推薦いたすためご提案申し上げるものでござい

ます。 

 以上よろしくご同意賜りますようお願い申し

上げます。 

○鈴木富美子議長 提案者の説明が終わりました。 

 本案はいずれも人事案件ですので、質疑、討

論は省略し、順次採決いたします。 

 まず、諮問第１号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○鈴木富美子議長 起立全員であります。 

 よって、諮問第１号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 次に、諮問第２号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○鈴木富美子議長 起立全員であります。 

 よって、諮問第２号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 次に、諮問第３号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○鈴木富美子議長 起立全員であります。 

 よって、諮問第３号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 最後にお諮りいたします。本定例会において

議決されました議案の中で、条項、字句、数字、

その他整理を要するものについては、会議規則

第43条の規定により、その整理を議長に一任願

いたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木富美子議長 異議なしと認めます。 

 よって、整理を要するものについては、その

整理を議長に一任することに決定いたしました。 

 

 

   閉     会 

 

 

○鈴木富美子議長 これをもって令和５年９月長

井市市議会定例会を閉会いたします。ご協力、

誠にありがとうございました。 

 

 

    午前１０時５６分 閉会 
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